
 

 

 

 

 

 
No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 2 2 . 2 . 7 

205 
 

～申し入れ事項～ 

【共通】 

１．大田運輸区の運転士・車掌の標準数を明らかにすること。 
 
２．大田運輸区の運転士・車掌における、乗務員の業務等の見直しの変更点及び乗務員の労働時間の算定に
向けた再実測の変更点について、以下の通り明らかにすること。 

(１)徒歩時間 
①各駅の詰所から乗継箇所 
②各本区から乗継箇所（準備・整理） 

(２)出入区における時間 

 
３．２０２１年ダイヤ改正時と今ダイヤ改正を比較して、東京支社として大田運輸区の運転士・車掌の行路で 
課題を改善できたもの、できなかったものを明らかにすること。 

 
４．今ダイヤ改正における「働きがい」「生産性の向上」の観点から東京支社として認識を示すこと。 

 
５．今ダイヤ改正において京浜東北・根岸線の総列車本数、総列車キロを明らかにし、減便される列車と、減便 

した根拠を具体的に明らかにすること。また、減便によって朝混雑時の運転間隔について明らかにすること。 
   
６．睡眠を目的とした乗務の中断と、食事を目的とした乗務の中断を拡大すること。 
 
７．ダイヤ改正後の「運転時分」ならびに「停車時分」について示すこと。 
  
８．今ダイヤ改正において京浜東北・根岸線で使用するＥ２３３系の車両運用数を明らかに 

すること。 
 
９．今後、労働組合へダイヤ改正の提案をする際には「電車運行図表」「車両運用表」を提示すること。 

 【運転士】 

１．今ダイヤ改正で運転士の平日乗務キロが−１３８．２ｋｍで２日勤減となる理由を明らかにすること。 

 

２．「短時間行路」が夕方時間帯に設定された根拠を明らかにすること。 

 ２０２２年３月ダイヤ改正では、安全・安定輸送を確保することを前提に、一部列車の延長 

増発による利便性向上、各種プロジェクトの進捗とご利用状況にあわせた輸送体系の変更を

行うことを目的として実施されます。 

 また、「乗務員の業務等の見直しについて」「東京支社における現業機関における柔軟な  

働き方の実現について」などの施策により、働く環境が大きく変化することは確実です。 

 安全・安定輸送を前提として、利便性とお客さまサービスの向上、そして組合員の安全・健康

はもとより、働きがい、生きがいを実現するために、以下の申し入れを行いました。 

 

その２に続く 
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～申し入れ事項～ 

３．平日２０６行路の４往復乗務を解消すること。 

 

４．以下の行路、列車での「行先地時間」を調整して拘束時間を短縮すること。 

① 平日２０１行路７６３Ｃ〜９７８Ｃの間 

② 平日２０９行路１０４０Ｂ〜１１４８Ｂの間 

③ 平日２１０行路１０３９Ａ〜１２１４Ｂの間 

④ 平日２２１行路便１４０７Ｂ〜１６２１Ａの間 

 

５．以下の行路の食事を目的とした乗務の中断を次のように見直すこと。 

① 平日２１３行路の昼食時間を拡大すること。 

② 平日２２１行路の朝食時間を設定すること。 

③ 平日２２２行路の夕食時間を遅くすること。 

④ 平日２２６行路の夕食時間を遅くすること。 

⑤ 平日２３０行路の夕食時間を早くすること。 

 

６．以下の行路の長時間乗務を解消し、蒲田駅で交代とすること。 

①  平日２２４行路４１８Ｂ 

②  平日２３６行路６３４Ｂ 

③  平日２３７行路７４４Ｂ  

 

７．以下の行路の内容を見直して拘束時間を短縮すること。 

① 平日２１７行路１７２９Ｂは磯子駅で交代とせず、大船駅からの折り返し１９２８Ｂを蒲田駅まで担当とすること。 

② 平日２３４行路９０９Ｂは南浦和駅で交代とせず、蒲田駅で交代させること。 

③ 平日２３８行路８７０Ａは磯子駅で交代とせず、蒲田駅で交代させること。 

 

８．２４０行路が平日と休日で泊地が変わる理由を明らかにすること。 

 

９．関内駅〜石川町駅間のｂ速の運転時分を１分３０秒に見直すこと。 
その３に続く 
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～申し入れ事項～ 

【車掌】 

１．今ダイヤ改正で車掌の平日乗務キロが−９１１．６ｋｍで２日勤１泊減となる理由を明らかにすること。 

 

２．遅日勤と早日勤の組み合わせによる長時間拘束が増大したことについて認識を示すこと。また日勤行路

の 拘束時間を現行ベースまでの拘束時間に短縮すること。特に休日における早日勤は退勤時間を早め

ること。 

 

３．明けの行路の終業時刻については始業時刻順になるよう行路作成に努めること。 

 

４．安定性向上のため、南行から北行ならびに北行から南行の乗継は２５分以上の行先地時間を確保する 

こと。  

   

５．車掌の窓閉め作業や、ドアの一旦閉め切り扱いなどがあることから、折返駅での停車時分は最低６分以上

と 

すること。また、蒲田駅と桜木町駅は７分以上とすること。 

 

６．平日１３７行路の６２６Ａ南浦和駅〜６２７Ａ磯子駅までの乗務を蒲田駅までとして乗務交代すること。 

 

７．以下の行路を持ち替えること。 

①平日１４０行路明け、磯子駅からの便乗は東神奈川駅までとして平日１３２行路の７０９Ｂと持ち替えし、

平日１３２行路は桜木町駅から蒲田駅へ便乗後平日１４０行路の６４２Ｂと持ち替えること。 

②休日１０６行路の１４３６Ｂ〜１６３７Ｂと休日１１９行路の１４２８Ｂ〜１６２９Ｂを持ち替えし、１４２８Ｂ〜１６２９Ｂ

を休日１０７行路の１５８４Ｃ〜１６８３Ｃと持ち替えること。 

③休日１３１行路と休日１３５行路、それぞれ最初の２往復分を持ち替えること。 

④休日１３９行路９０９Ａ〜１１０８Ａと休日１４０行路９０５Ｂと１１０４Ｂを持ち替えること。 

 

８．教育の観点から、終電車の担当は平休とも同一行路とすること。 
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